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５ 成果目標（サービス提供体制の達成目標）《一部抜粋》 

障がいのある人の地域生活への移行や就労支援、障がいのある子どもの健やかな成長と
いった課題に対応するため、必要な障害福祉サービスや障害児通所支援等を提供する体制
を確実に確保するための目標（成果目標）を定める必要があります。 
●●地域生活支援拠点等の整備 

地域生活支援拠点とは、障がいのある人の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた、
居住支援のための機能をもつ場所や体制のことです。居住支援のための主な機能は、①相
談、②緊急時の受け入れ・対応、③体験の機会・場、④専門的人材の確保・養成、⑤地域の
体制づくりの５つを柱としています。 
 

《本町の目標設定の考え方》 
本町では、町内において面的整備での地域生活支援拠点を整備済といえます。各機能の

現時点での整備状況は下表の通りですが、将来的には町内での機能整備を目指します。 
 

機能 現状 今後の 
方向性 内容 

①相談 機能あり 拡充 

町内で委託実施している障害者地域生活支援センタ
ー設置事業、東近江圏域で委託実施している障害者
相談支援事業が該当します。今後は、町内での一般
相談支援の充実を目指します。 

②緊急時の 
受け入れ・対応 機能あり 拡充 

町内で委託実施している障害者地域生活支援センタ
ー設置事業、東近江圏域で委託実施しているセーフテ
ィネット等サービス事業が該当します。今後は、町内での
受け入れ環境のさらなる拡充に努めます。 

③体験の機会・場 機能あり 拡充 

グループホームの体験利⽤や短期入所、東近江圏域で
委託実施している地域生活支援ステップアップ事業が該
当します。今後は、町内での受け入れ環境のさらなる拡
充に努めます。 

④専門的人材の 
確保・養成 － 検討 現時点では該当する事業は実施されていません。 

⑤地域の 
体制づくり 機能あり 拡充 

町内法人との定期的な会議を開催しています。今後は
より地域の実情に即した支援を展開していくため、町域
での⾃⽴⽀援協議会設置に向けた検討を進めます。 


